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新型コロナウイルス感染症に対する越谷市の取組み 

 
 

 

《新型コロナウイルス感染症対策本部》 

本部長  市長 

本部員  副市長、教育長、企業長、副管理者、部長等（全２２人） 

 

《感染症対策》 

●感染者数 

感染者 ３６人（4月 24日現在） 

（内訳）入院中の方    ９人 

退院した方   １１人 

自宅療養中の方 １６人 

 

●診療体制 

市内の医療機関で受診 

→ 感染の疑いがある場合 保健所に相談 

→ 必要に応じＰＣＲ検査実施 

       → 感染（陽性）が判明した場合 県へ連絡し入院調整 
 
 

 

 

 

＊市内医療機関において、発熱患者など感染の疑いがある患者についても、診療控えがないよう 

市長から医師会に依頼 

 

●検査体制 

１ ＰＣＲ検査機器２台（保健所） １日に最大２０人の検査可能 

２ 医師会の協力で「ドライブスルー方式」によるＰＣＲ検査を実施 

（４月２７日から保健所敷地内） １日に２０人程度の検査可能 

 

●入院体制 

新型コロナウイルス感染症で入院可能な医療機関 

１ 「越谷市立病院」 

 ＊市立病院は、感染症指定病院ではないが、現在、数人の入院患者を受入れている。 

今後、さらに受け入れを拡充していく予定 

越 谷 市  

① 重症者 感染症指定病院へ入院 

② 中等症 一般医療機関に入院 

③ 軽症者 宿泊施設又は自宅で療養 
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２ 「獨協医科大学埼玉医療センター」 

＊獨協病院は、感染症指定医療機関のため、埼玉県が入院調整を行っている。 

 

 《埼玉県の病床確保状況》4月 17日現在 

① 超重症・重篤者・・・・ １２床 

② 重症者(一部中等症)・・ ７５床 

③ 中等症(要入院者)・・ ２１３床 

             計  ３００床 

  

●隔離体制（宿泊施設体制） 

宿泊施設の確保は、県が実施 

＊市内には、軽症者を受け入れる宿泊施設は設けられていない。 

＊県及び越谷支部の旅館業組合ともに受け入れは難しいとの回答 

 

●搬送体制 

感染患者の状態 

重症患者・中等症（入院が必要な場合） 

保健所が感染予防対応の専用車（陰圧アイソレータ付きワンボックス車）で、 

埼玉県が指定する医療機関に搬送 

＊患者の状態によっては、救急車で搬送 

  軽症者 

自家用車で入院医療機関に受診 

 

《予防体制》 

●市民周知 

広報こしがやお知らせ版、市公式ホームページ、Ｃｉｔｙメール、ツイッター、 

ＬＩＮＥ 、防災行政無線、Ｙａｈｏｏ防災アプリ/(今後)公民館便り等により周知予定 

 

●イベント・施設 

イベント 

市（指定管理者を含む）が主催又は共催する 

・不特定多数が参加するイベント 

・高齢者を対象としたイベント 

・感染拡大のリスクを高める環境いわゆる３密となるイベント等 

令和２年２月２０日から５月３１日まで延期又は中止 

 

施  設 

 市施設（屋内・屋外）の貸館等 

令和２年３月２８日から５月３１日まで休止 
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●学校 

臨時休業 ５月６日（水）まで 

臨時休業期間中に、１回程度、登校日を設ける。（市内１５中学校） 

＊生徒が登校した際には、アルコール消毒、可能な限りマスクを着用するよう指示するほか 

３密条件を避けるように指導 

 

●保育所・学童 

 保育所 

保護者に対して 

１ 家庭での保育の協力（３月２日から） 

２ 利用自粛の要請（４月８日から） 

３ 臨時休園の実施（勤務の継続が求められている保護者が保育を利用する場合等を除 

く）（４月２２日から５月６日までの間） 

施設に対して 

 ３月の勤務日数分のマスクを配布するなど感染予防対策を実施 

 

 学童保育室 

  保護者に対し 

１ 家庭での保育の協力（３月２日から） 

２ 利用自粛の要請（４月８日から） 

３ 臨時休室の実施（勤務の継続が求められている保護者が保育を利用する場合等を除 

く）（４月２２日から５月６日までの間） 

施設に対して 

３月、４月の勤務日数分のマスクを配布するなど感染予防対策を実施 

 

●窓口 

 １ 窓口業務のカウンターに飛沫防止用「つい立て」を設置 

２ 各部署に消毒液を配置し、カウンター、記載台等の消毒を定期的に実施 

 

●職員 

１ 時差通勤制度の実施 

２ 中央市民会館や地区センターの会議室などでのサテライト・オフィス勤務と在宅勤 

務を取り入れた交代制勤務を実施 
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《経済支援等》 

●相談窓口 

１ 帰国者・接触者相談センター（保健所） ０４８－９４０－５１５３ 

    ＊医療機関を受診すべきかどうか等の相談 

 

２ 新型コロナウイルス支援総合案内ダイヤル（福祉部生活福祉課） 

０４８－９６３－９３２６ 

＊新型コロナウイルスに関連する支援策全般についての相談（令和 2年 4月 27日から） 

 

 ３ 特別定額給付金室（環境経済部特別定額給付金室）  ０４８－９６３－９３１６ 

＊特別定額給付金の給付に関する相談（令和 2年 4月 24日から） 

 

●国や県の支援 

 国の支援策 

 １ 資金繰り支援（信用保証付融資における保証料・利子減免など） 

   貸付における実質無利子化や信用保証料の助成といった融資制度に対する支援 

   ＊令和２年度国の補正予算の成立が前提 

 

 ２ 中小事業者等への給付金（持続化給付金） 

対象者：新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年度同月比で５０％ 

以上減少した中小事業者等 

支給額：法人は２００万円以内、個人事業等は１００万円以内 

＊令和２年度国の補正予算の成立が前提 

 

 ３ 徴収猶予の特例 

対象者：令和２年２月以降の任意の期間（１ヵ月以上）において、事業等にかかる 

収入が前年同期に比べて概ね２０%以上減少していること、かつ一時に納 

税を行うことが困難である方 

期間等：納期限から１年以内の期間に限り、地方団体の徴収金の全部又は一部の徴 

収を猶予 

＊関係法令が国会で成立することが前提 

 

４ 子育て世帯への臨時特別給付金 

対象者：令和２年４月分の児童手当の受給者 

支給額：児童１人につき１万円 

    ＊令和２年度国の補正予算の成立が前提 

＊支給対象者は約４３,０００人、準備が整いしだい支給（６月中旬を予定） 
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５ 住居確保給付金（支給対象を拡大） 

対象者：休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないが、同程度の状 

況に至り、住居を失う恐れが生じている方 

支給額：一定期間の家賃相当額 

       ＊令和２年４月２０日から受付開始 

 

６ 傷病手当金 

対象者：給与等の支払いを受けている被用者のうち新型コロナウイルス感染症に 

感染したとき又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染 

が疑われ、療養のため労務に服することができない方 

支給額：直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して 

得た額×３分の２に相当する金額×日数 

＊関係条例の成立が前提 

 

 ７ 介護保険料減免 

対象者：①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤 

な傷病を負った被保険者 

②新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の所得が減少した 

被保険者 

期間等：令和２年２月から令和３年３月までの納期限の介護保険料 

全額又は８／１０を減免 

       ＊令和２年度国の補正予算の成立が前提 

 

 ８ 国民健康保険税減免 

対象者：①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤 

な傷病を負った世帯 

②新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の所得が減少した 

世帯 

期間等：令和２年２月から令和３年３月までの納期限の国民健康保険税 

①の場合は全額、②の場合は２／１０から全額減免 

       ＊令和２年度国の補正予算の成立が前提 

 

 ９ 特別定額給付金 

   対象者：令和２年４月２７日において、住民基本台帳に記録されている方 

       ＊受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 

支給額：１人につき１０万円 

      ＊令和２年度国の補正予算の成立が前提 
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１０ 地方創生臨時交付金 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地 

域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るため、必要な事業を実施するために活用 

する交付金  

 

埼玉県の支援策 

１ 埼玉県中小企業者支援金 

対象者：県内中小企業者で、県民の感染症拡大抑制のため４月８日から５月６日 

までの間、７割以上休業するもの 

支給額：２０万円又は３０万円（複数の事業所を有する場合） 

    ＊令和２年度県の補正予算の成立が前提 

 

２ 埼玉県業種別組合応援金 

対象者：感染症の影響を緩和するための適切な事業を実施する業種別組合を支援 

支給額：５００万円／組合 

       ＊令和２年度県の補正予算の成立が前提 

 

●独自支援（市の支援策） 

【緊急支援（時間をかけずにすぐに実施する支援）】 

 １ 経営支援窓口を開設（５月上旬～開設予定 産業雇用支援センター） 

国や県、市等の支援施策の活用支援や各種申請手続きの支援を行う。 

 

２ 越谷市事業継続支援金（仮称）（検討中） 

新型コロナウイルスに起因して売上が減少した中小企業者に対して、賃料や感染症 

対策、業態転換など事業継続に向けた支援を行う。 

 

３ 融資制度における信用保証料などの補助（検討中） 

国・県等の制度融資を利用する場合の信用保証料などに対する補完的な支援を行う。 

 

４ 融資申請に係る証明書発行手数料の免除（４/２０～実施） 

新型コロナウイルスの影響により、国・県等の融資制度を利用する際の証明書発行

手数料を免除する。 

 

 ５ こしがや素ごもりグルメＤＥ応援プロジェクト（５/１～実施予定） 

市内飲食店等が提供するテイクアウト・デリバリーグルメなどの情報を、地域の魅 

力として発信し、市民の共感のチカラで応援。ＷＥＢ・ＳＮＳによる飲食店情報の発 

信、市の公式インスタグラムを活用した応援フォト募集など 


